
様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 上下水道料金管理システム

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部料金課

個人情報ファイルの利用目的
上下水道の使用開始届・中止届等及び賦課・徴収等の管理を効率

化するため

記 録 項 目

1台帳番号、2郵便番号、3水栓所在地、4使用者名、5電話番号(本

人・勤務先)、6口径、7検満年月、8メーター番号、9取付日、10

中止日、11中止理由、12止水方法、13請求方法、14口座情報、15

検針日、16指示数、17水量、18水道料金、19下水道使用料、20収

納額、21収納月日、22開始日、23建物の所有者及び管理人、24使

用者情報、25停水(解除)、26調定情報、27世帯人数、28メーター

位置、29給水装置施工者

記 録 範 囲 上下水道使用者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人または代理人からの使用開始届・中止届等

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
☑含む □含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 上下水道料金管理システム

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部料金課

個人情報ファイルの利用目的 上下水道料金等の収納・滞納の管理を効率化するため

記 録 項 目

1台帳番号、2郵便番号、3水栓所在地、4使用者名、5電話番号(本

人・勤務先)、6口径、7検満年月、8メーター番号、9取付日、10

中止日、11中止理由、12止水方法、13請求方法、14口座情報、15

検針日、16指示数、17水量、18水道料金、19下水道使用料、20収

納額、21収納月日、22開始日、23建物の所有者及び管理人、24使

用者情報、25停水(解除)、26調定情報、27世帯人数、28メーター

位置、29給水装置施工者、30交渉経過（交渉相手・内容等）

記 録 範 囲 上下水道使用者

記 録 情 報 の 収 集 方 法
上下水道料金管理システム・本人や関係者からの聴取・官公庁か

らの収集

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
☑含む □含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 受益者負担金・分担金の収納（滞納）データベース

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部料金課

個人情報ファイルの利用目的 受益者負担金・分担金の収納・滞納の管理を効率化するため

記 録 項 目
1氏名、2住所、3電話番号、4台帳番号、5口座番号、6収納状況、

7交渉経過（交渉相手・内容等）

記 録 範 囲 随時賦課対象受益者等

記 録 情 報 の 収 集 方 法
受益者負担金システム・本人や関係者からの聴取、官公庁からの

収集

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
☑含む □含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 下水給水工事業務(上下水道料金管理システム)

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部給排水設備課

個人情報ファイルの利用目的 宅内排水設備図面の確認

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４宅内排水設備図面

記 録 範 囲 排水設備等新設等計画確認申請書の全て

記 録 情 報 の 収 集 方 法
排水設備等指定工事店からの排水設備等新設等計画確認申請書を

窓口にて受理

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 促進リスト

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部給排水設備課

個人情報ファイルの利用目的 下水道未接続家屋の把握

記 録 項 目 １氏名、２住所

記 録 範 囲 下水道未接続の者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 法務局から下水道未接続家屋所有者・住所を取得

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
☑含む □含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 【普及率】概要表

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部給排水設備課

個人情報ファイルの利用目的 水洗化率の把握

記 録 項 目 １住所

記 録 範 囲 区域内の建物の住所

記 録 情 報 の 収 集 方 法 下水道整備課からの情報提供

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 給水工事業務（上下水道料金システム）

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部給排水設備課

個人情報ファイルの利用目的 給水装置設備の確認

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４給水装置設備の図面

記 録 範 囲 給水装置工事承認申請書のすべて

記 録 情 報 の 収 集 方 法
指定給水装置工事事業者から給水装置工事承認申請書を窓口で受

理

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 貯水槽管理業務（上下水道料金システム）

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

管理部給排水設備課

個人情報ファイルの利用目的 給水装置設備の確認

記 録 項 目
１氏名、２住所、３電話番号、４貯水槽水道の有効容量、

５給水装置設備の図面

記 録 範 囲 給水装置工事承認申請書及び貯水槽水道の各種届出のすべて

記 録 情 報 の 収 集 方 法
指定給水装置工事事業者から給水装置工事承認申請書及び貯水槽

水道の各種届出を窓口で受理

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 公共下水道及び農業集落排水施設台帳整備事務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的
公共下水道及び農業集落排水施設の台帳を整備し、下水道施設の

適正な管理に努める。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３家族状況、４居住状況、５財産・収入

記 録 範 囲 公共下水道及び農業集落排水施設の利用者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、市民課、法務局

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 建築確認事務

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的
建築確認に伴う、公共下水道及び農業集落排水施設区域の確認を

行う。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号

記 録 範 囲 建築物件の施主

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、建築指導課

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 公共桝設置事務

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道及び農業集落排水施設区域内の公共桝設置を行う

記 録 項 目
１氏名、２住所、３電話番号、４家族状況、５親族関係、６財産

・収入

記 録 範 囲 公共下水道及び農業集落排水施設区域内の公共桝設置者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、法務局

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 受益者負担金・分担金の当初賦課データベース

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的
受益者負担金・分担金の算出根拠及び納付書の送付先の確認に利

用する。

記 録 項 目
１氏名、２性別、３続柄、４生年月日・年齢、５住所、６本籍・

国籍、７電話番号、８課税・納税状況、９公的扶助等

記 録 範 囲 供用開始対象受益者等

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書、市民課、市街地整備課、法務局

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 受益者負担金・分担金の随時賦課データベース

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的
受益者負担金・分担金の算出根拠及び納付書の送付先の確認に利

用する。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号

記 録 範 囲 随時賦課対象受益者者等

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書、市街地整備課、法務局

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 農業集落排水分担金の随時賦課データベース

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的
農業集落排水分担金の算出根拠及び納付書の送付先の確認に利用

する。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号

記 録 範 囲 随時賦課対象受益者等

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書、法務局

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 下水道事業受益者負担金・分担金前納報奨金ファイル

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的
下水道事業受益者負担金・分担金前納報奨金を口座振込みにて支

払うため。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４口座番号

記 録 範 囲 下水道事業受益者負担金・分担金前納報奨金支払い対象者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宮崎市下水道概要表作成事務

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道整備課

個人情報ファイルの利用目的
宮崎市の公共下水道及び農業集落排水の普及率及び水洗化率算定

等のため

記 録 項 目
１住所、２その他（住所コード、世帯数、世帯毎の人数（日本人

・外国人別））

記 録 範 囲 宮崎市全域

記 録 情 報 の 収 集 方 法 市民課

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 国又は県（集計した人数）

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務部総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 乾燥肥料受払い簿（毎日売上）

実 施 機 関 の 名 称 上下水道事業管理者

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

下水道部下水道施設課

個人情報ファイルの利用目的 乾燥肥料販売管理を効率化するため

記 録 項 目 １氏名、２住所、３購入数、４使用内容、５購入金額

記 録 範 囲 乾燥肥料購入申込者（車両運転者含む）

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人または代理人から提出された乾燥肥料購入申込書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 ―


